
仕 様 書 

 

１． 総則 

この仕様書は、アルコール検知器の購入について、必要な事項を定めるものとする。 

 

２． 件名 

アルコール検知器の購入 

 

３．納入期限 

  令和４年９月２０日 

 

４．担当部課 

  市川市財政部管財課 

 

５．納入場所 

  市川市南八幡２丁目２０番２号 市川市役所第２庁舎（２階管財課車両担当） 

（１） 納入場所の確認が必要な場合は、担当部課に事前に連絡すること。 

 

６．品名・数量 

  アルコール検知器 ２５０台 

 

７．機器仕様 

  別紙１のとおり 

 

８．納入 

  （１）納入に使用する車両、動線及び納入の日時については、事前に担当部課と協議し、

必要な許可を得て実施すること。 

  （２）納入物件に製品保証書、説明書が附属している場合は併せて納入すること。 

  （３）納入の際は、歩行者、市役所来庁者、職員等の安全性を十分確保し事故防止に努

めること。 

  （４）納入の際に、庁舎内に汚染等を与えないように配慮すること。なお、受注者の責

によって汚染等が生じた場合には、受注者の負担において完全に修復すること。 

  （５）納入の際に生じた梱包材等は持ち帰り、適切に処分すること。 

 

９．検収 

  納入に際しては、担当部課職員及び契約課職員の検収を受けるものとする。 

 

１０．その他 

  （１）契約金額には納入に係る費用を含めること。 

  （２）納入する製品は、傷、汚れ、その他外観を損ねるものがあってはならない。 

  （３）暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。 

（４）本仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書（物品供給契約約款を含

む）に定めるとおりとする。 

（５）その他不明な点は、担当部課職員及び契約課職員へ連絡し指示を受けること。 

   

 

 

 



別紙１ 

 

機 器 仕 様 

 

（１） 製品サイズ 

・幅  最小 30.0mm 最大 70.0mm 

・高さ 最小 90.0mm 最大 150.0mm 

・奥行 最小 15.0mm 最大 40.0mm 

（２） 検知方式 

半導体ガスセンサー方式もしくは電池燃料方式 

（３） センサー寿命 

1,000 回以上の使用、または 1年以上の使用が可能であること。 

（４） 呼気中アルコール濃度測定範囲  

下記の範囲内の測定ができること。 

最低 0.00mg/L 最高 0.25～1.00mg/L 

（５） 使用温度範囲 

結露がない状態で、下記の範囲内で使用できること 

最低-5.0～5.0℃ 最高 30.0～50.0℃ 

（６） 保管温度範囲 

結露がない状態で、下記の範囲内で保管できること 

最低-20.0～0.0℃ 最高 40.0～60.0℃ 

（７） その他 

国家公安委員会の定めるアルコール検知器の基準を満たす製品であること。 

（８） 参考型番 

① 株式会社 タニタ 

型番：EA-100 

② 株式会社 篠原計器製作所 

型番：SAC-03 

③ 中央自動車工業株式会社 

型番：SC-103、SC-202 

 


